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「
納
付
忘
れ
」
の
防
止
に

口
座
振
替
が
便
利
で
す

納
付
に
応
じ
な
け
れ
ば

財
産
の
差
押
え
も

　
滞
納
処
分
の
流
れ

市の税金や料金は
納期限までに納めましょう

税の徴収強化月間スタート！

納付忘れはありませんか？
「うっかり」で差押えになる可能性も・・・

◆口座振替・コンビニ納付ができる市税・料金
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　皆さんの暮らしを支える行政サービスに必要な財源を確保するため、南あわじ
市では、債権（市税・保険料・保育料・使用料・貸付金など）の管理の強化を行っ
ています。税・介護保険料・後期高齢者医療保険料など（強制徴収公債権）は、
滞納処分を強化し、差押えの早期着手を行うなど、未収金の縮減に取り組んでい
ます。
　12月は税の全島一斉徴収強化月間となっており、淡路島内３市と洲本県税事
務所は税負担の公平性を確保するために滞納対策を強化します。税金は、福祉や
教育、防災などさまざまな公的サービスを進めていくための大切な財源です。納
め忘れがないよう納期限内に必ず納めましょう。

期限内に税金を納めることが難しい場合や分からないことがある場合は、税務課収納対
策室にご相談ください。
問税務課収納対策室☎ 43-5213

▲車がタイヤロック
　されることも

▲差押物件に
　装着される公示書（例）

まずはご相談を

特集　市の税金や料金は納期限までに納めましょう

　
税
金
な
ど
の
納
付
に
は
、
口
座
振
替
が
利
用

で
き
ま
す
。
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ

れ
る
た
め
、
納
め
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
期

限
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
安
心
で
す
。
市

内
の
金
融
機
関
や
市
役
所
の
各
担
当
部
署
で
申

込
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
市
役
所
本
館
１
階
で
は
、
納
付
書
が

あ
れ
ば
土
・
日
・
祝
日
（
開
庁
時
間
内
の
み
）

も
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
市
税
は
納

期
限
内
で
あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
納
税
で
き
ま
す
。

　

税
金
な
ど
を
納
付
で
き
る
財
力
が
あ
っ
て
も

納
め
な
い
人
や
納
付
相
談
に
応
じ
な
い
人
な
ど

に
対
し
て
は
、
厳
正
な
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

滞
納
処
分
を
受
け
る
と
社
会
的
信
用
を
失
い
、

経
済
的
に
不
利
益
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
滞
納
処
分
と
は
…
納
期
限
か
ら
一定
の
期
日

ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
に
対

し
、
納
付
義
務
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る

こ
と
を
い
い
ま
す

❶
督
促
・
催
告

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
な
い
人
に
督
促

状
を
送
付
し
ま
す
。
送
付
後
も
納
付
さ
れ
な
い

場
合
は
、
催
告
状
の
送
付
な
ど
で
自
主
納
付
を

促
し
ま
す
。

❷
財
産
調
査

　
金
融
機
関
や
勤
務
先
な
ど
に
対
し
、
財
産
調

査
を
行
い
ま
す
。

●
給
与
調
査　

 

勤
務
先
に
対
し
て
給
料
を

照
会
し
ま
す
。

●
預
金
調
査　

 

ど
こ
の
銀
行
に
口
座
が
あ

る
か
な
ど
を
調
べ
ま
す
。

●
不
動
産
調
査　

 

所
有
し
て
い
る
不
動
産

の
登
記
簿
を
調
べ
、
換
価
価
値
が
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
し
ま
す
。

❸
差
押
え

　

財
産
調
査
な
ど
で
明
ら
か
に
な
っ
た
財
産

（
給
与
・
預
金
・
不
動
産
な
ど
）
を
差
し
押

さ
え
ま
す
。

❹
換
価
・
充
当

　
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
金
銭
に
換
え
、
未
納

金
に
充
当
し
ま
す
。

対象科目 口座振替 コンビニ

市税 市県民税 ( 普通徴収 )、軽自動車税、
固定資産税、国民健康保険税 〇 〇

保険料 介護保険料、
後期高齢者医療保険料 〇 ×

保育料
保育料、延長保育料、
一時保育料、こども園保育料、
給食費（保育所・こども園）

〇 ×

その他 学童保育利用料、市営住宅使用料、
福良財産区駐車場使用料 〇 ×

ＳＴＯＰ
滞納 !!

納期限が過ぎている
ことに気づかなかった

納付するのを
忘れてしまった

通知書が届いていた
のに見ていなかった

滞
納
処
分
に
つ
い
て

よ
く
あ
る
質
問

Ｑ＆Ａ財
産
を
勝
手
に
調
べ
る
こ
と
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
は
？

　

税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
な
ど
の
徴
収
担
当
職
員
に
は
、
国
税
徴
収

法
に
基
づ
き
す
べ
て
の
財
産
に
対
す
る
調
査
権

限
が
あ
る
た
め
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

事
前
連
絡
や
本
人
の
承
諾
が
な
い
の
に

財
産
を
差
押
え
し
て
も
い
い
の
？

　
督
促
状
や
催
告
状
を
送
付
し
て
も
納
付
さ
れ

な
い
場
合
は
、
法
律
に
よ
り
差
押
え
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
事
前

連
絡
や
本
人
の
承
諾
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

住
宅
や
車
の
ロ
ー
ン
等
の
返
済
で

納
付
が
で
き
な
い
場
合
は
？

　

税
金
や
保
険
料
の
納
付
は
国
民
の
義
務
で

す
。
私
的
な
ロ
ー
ン
返
済
よ
り
も
優
先
す
る
必

要
が
あ
り
、
納
付
で
き
な
い
理
由
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
不
動
産
や
ロ
ー
ン
返
済
口
座
が

差
押
え
の
対
象
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。


